
第  号 

 宝塚市営霊園永代管理料基金条例を廃止する条例の制定について 

 宝塚市営霊園永代管理料基金条例を廃止する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和６年（２０２４年） 月  日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市営霊園永代管理料基金条例を廃止する条例 

 宝塚市営霊園永代管理料基金条例（平成２９年条例第２６号）は、廃止する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前の宝塚市営霊園永代管理料基金条例の規定より積み立てられた

基金の残額は、宝塚市営霊園運営基金（宝塚市営霊園運営基金条例（平成２９年条例

第２７号）第１条に規定する宝塚市営霊園運営基金をいう。）に積み立てるものとす

る。 

 



  


